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資料のポイント

本資料は、2023年9月29日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○2024年度診療報酬・介護報酬の同時改定に向けて、中医協総会においてテーマごとの議論
が行われています

○9月までに課題と論点の整理（第1ラウンド）が行われ、10月より個別・具体的な検討・議論
（第2ラウンド）が実施され、例年、年明け1月に諮問、2月に答申、3月初旬に告示が行わ
れます

○9月29日の入院・外来医療等の調査・評価分科会では「医療従事者の負担軽減、医師等
の働き方改革の推進について」の現状や課題などが示されました
○本資料では、集中治療室等で算定できる病棟薬剤業務実施加算2について今後の議論の
ポイントとなりそうな内容を抜粋し、分科会での各委員から述べられた意見を要約しています



日医工MPS

Copyright Ⓒ 2023 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.3

2024年度（令和6年度） 診療報酬改定のスケジュール

資料No.20231004-2070(1)-p3

本資料は、2023年9月29日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○診療報酬改定に向けて、社会保障審議会が方針を決定し、内閣が改定率を決定し、
具体的な個別項目の改定についての議論は中医協総会とその下部組織で行われています

2023年12月20日頃 大臣折衝で改定率を決定

2023年秋以降
診療報酬改定の基本方針を議論

2023年12月頃
診療報酬改定の基本方針の策定

2023年4月以降
2024年度診療報酬のあり方を議論
（入院、外来、在宅など）

2023年11月頃
医療経済実態調査の結果報告

2023年12月○日
薬価・材料価格調査結果報告

2024年1月○日
診療報酬改定の論点整理（骨子案）

2024年1月○日（下旬）
診療報酬改定の個別改定項目（短冊）

2024年2月○日（上中旬）
診療報酬改定（点数を含む）案を答申

2024年1月○日
診療報酬点数の改定案の調査・審議を諮問

2024年3月5日？
官報告示、通知の発出、説明会の開催（オンライン）

2024年3月下旬（ここ最近は3月31日）
疑義解釈（事務連絡）の発出

社会保障審議会（医療保険部会など）

内閣 中央社会保険医療協議会
（中医協）

厚生労働大臣

2023年6月16日
「骨太の方針2023」を閣議決定。
財政運営上での社会保障政策方針を公表

参考：社保審医療保険部会資料（20170906）
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2024年度（令和6年度） 報酬改定等に向けた議論（全体像）
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（参考）2023年1月18日中医協総会資料総ー８参考１より日医工（株）が抜粋、加工

○診療報酬改定についての議論は、中医協総会とその下部組織で行われ、入院に関する内容は、
「入院・外来医療等の調査・評価分科会」で議論されています
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診療報酬改定時期を２ヶ月後ろ倒しした場合のスケジュール（案）
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疑義解釈・変更通知等

【診療報酬・調剤報酬・薬価改定のスケジュール・案（令和６年度）】

●令和6年度の薬価改定は、これまで通り、年度初めである令和6年4月1日より実施すると思われます
●介護報酬改定については、介護給付費分科会で施行日を診療報酬改定と合わせて6月1日とするか、これまで通り
年度初めとするかについて議論されています

【MPSコメント】

改定の後ろ倒しを検討する理由
●元々、３月初旬に告示通知を行い４月１日施行というタイムスケジュールではレセコン等のシステムベンダによる
医療機関へのシステム提供がタイトである
●疑義解釈等も告示通知後、直前（３月３１日）まで行われることが多く、直前のシステムへの対応などシステムの
無理が生じる可能性が高い
●施行後の疑義解釈も多くあり、医療機関が提供する医療サービスにも影響がある
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（背景）医師の働き方改革

資料No.20231004-2070(1)-p6

本資料は、2023年9月29日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○2024年4月から始まる医師の働き方改革（時間外労働時間の規制）に向けて、病棟薬剤師への
タスクシフト/シェアによる医師の負担軽減効果が示されており、病院薬剤師の業務に対する期待が高
まっています。
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予定手術前の当直の免除
勤務間のインターバル導入

外来提供体制の短縮
ICTを活用した業務の見直し・省力化

救急外来における、看護師による血液検査オーダー入力・採血検査等の実施※２
臨床検査技師あるいは放射線技師による注射等の認められた医療行為の分担

連続当直回数の制限（年間４回以内）
医師業務の看護師（特定行為研修修了者を除く）との分担

医師業務の特定行為研修修了者である看護師との分担
◎処方された薬剤の、薬剤師による変更※１

ビデオ通話が可能な機器を用いた会議やカンファレンスの開催
医師事務作業補助者の病棟への配置・増員

医師の増員
当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含む）

◎薬剤師による処方提案または服薬計画等の提案
複数主治医制の実施

医師事務作業補助者の外来への配置・増員
◎薬剤師による患者の服薬状況、副作用等に関する情報収集と医師への情報提供

◎薬剤師による投薬に係る患者への説明

医師の負担軽減策として所属している診療科で実施している、と回答した医師の割合（n=2,400）

※１事前に取り決めたプロトコールに沿ったもの
※２医師が予め患者の範囲を示し、事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づくもの

（参考）令和5年6月14日中医協総会資料を参考に日医工（株）が作成
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（背景）病棟薬剤業務評価の変遷

資料No.20231004-2070(1)-p7
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○病院薬剤師業務の評価は、調剤室だけでなく病棟、手術室等へと徐々に拡大しているところです。
○集中治療室等での薬剤師業務は、2016年度改定で新設された病棟薬剤業務実施加算2で評
価されています。

【入院患者に対する主な病院薬剤師業務評価の変遷】

【調剤室】 【調剤室】
【病棟(一般)】

【調剤室】
【病棟(一般)】
【病棟（急性期)】

【調剤室】
【病棟(一般)】
【病棟（急性期)】
【手術室】

1988年○調剤技術基本料(・直接服薬指導)→1994年○薬剤管理指導料

1986年○調剤技術基本料

2016年○病棟薬剤業務実施加算2（集中治療室等）
2012年○病棟薬剤業務実施加算

主な基準 対象治療室
●病棟薬剤業務実施加算1の届出 ・救命救急入院料 ・小児特定集中治療室管理料
●治療室専任薬剤師の配置※ ・特定集中治療室管理料 ・新生児特定集中治療室管理料
●週20時間相当の病棟薬剤業務※ ・ハイケアユニット入院医療管理料 ・総合周産期特定集中治療室管理料
※全ての対象治療室で満たす必要有 ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

2022年○周術期薬剤管理加算
○術後疼痛管理チーム加算

病棟薬剤業務実施加算2の主な基準と対象治療室

（参考）令和元年10月30日中医協総会資料を参考に日医工（株）が作成
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（現状）病棟薬剤業務実施加算2の算定状況
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本資料は、2023年9月29日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○病棟薬剤業務実施加算2を算定している治療室は増加傾向にあり、救命救急入院料を算定する治
療室のうち約7割が加算2を算定しています。

（参考）令和5年9月29日入院・外来医療等調査・評価分科会資料を参考に日医工（株）が抜粋
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（現状）病棟薬剤業務実施加算2の届出状況
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○病棟薬剤業務実施加算2の届出について200床から500床の施設では「治療室があるが届け出てい
ない」の割合が多いと報告されました。
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100床未満(n=370)

100床以上200床未満(n=303)

200床以上300床未満(n=149)

300床以上400床未満(n=183)

400床以上500床未満(n=119)

500床以上600床未満(n=74)

600床以上700床未満(n=49)

700床以上800床未満(n=19)

800床以上900床未満(n=15)

900床以上1,000床未満(n=17)

1,000床以上(n=17)

全て(n=1,315)

病棟薬剤業務実施加算2の届出状況(n=1,315)

届け出ている 治療室があるが届け出ていない 治療室がない

（参考）令和5年9月29日入院・外来医療等調査・評価分科会資料を参考に日医工（株）が作成
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（現状）薬剤師の業態偏在
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○病院薬剤師業務が注目されている中で、薬剤師の業態偏在の解消が課題とされています

（参考）令和5年3月29日「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会資料」を基に日医工（株）が作成
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▲ 薬局薬剤師偏在指標 病院薬剤師偏在指標 全国平均（病院）【0.8】 全国平均（薬局）【1.08】 目標偏在指標【1】

全国平均（病院）【0.8】

・薬剤師偏在指標が目標偏在指標【1】より大きい ⇒ 薬剤師数が多い
・薬剤師偏在指標が目標偏在指標【1】より小さい ⇒ 薬剤師数が少ない
・薬局薬剤師偏在指標と病院薬剤師偏在指標の幅が大きいほど、業態偏在が大きい地域と言えます

全国平均（薬局）【1.08】
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（課題）病棟薬剤業務実施加算2が届出できない理由
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○病棟薬剤業務実施加算2の届出ができない理由としては、どの病床規模でも「専任薬剤師の配置が
困難（薬剤師の不足）」が最も多く、「（届出の前提である）加算１を算定できていない」が2割程
度挙げられていました。

評価の引き上げや要件緩和が行われるか？
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500床以上(n=32)

病棟薬剤業務実施2が届出できない理由（複数回答）

加算1を算定できていない 専任薬剤師の配置が困難

週20時間の病棟薬剤業務実施が困難 その他

医師委員意見
・医師業務のタスクシフトの観点から病棟薬剤師に一定
程度、外来での業務実施を認められないか
・病院薬剤師は慢性的に不足しており、病院薬剤師の
確保に繋がるよう加算の評価を引き上げるべき
・病院の薬剤師不足の要因の一つとして薬局との給与
差が挙げられている
報酬だけで給与差を埋めることは難しいが、病院薬剤
師の処遇改善に向けたメッセージを示すべき

薬剤師委員意見
・加算2の届出が困難な理由については更なる深堀りが
必要
・治療室単位での届出（算定）を認めても良いのでは

MPSコメント
・2024年4月から始まる第8次医療計画の中でや薬剤
師確保計画が規定されるなど、病院薬剤師の確保・処
遇改善は喫緊の課題とされています
・診療報酬だけで薬局との給与差を埋めることは難しいと
想定されますが、評価の引き上げもしくは基準の緩和、
場合によってはその両方が実施される可能性も考えられ
ます



https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/

https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/
https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/
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